
「通訳案内士登録情報検索サービス」における登録番号について 

 

○通訳案内士法の改正（H30.1.4）により、都道府県に登録を受けた全国通訳案内士は通訳案内研修

（登録研修機関研修）の受講が義務づけられました。（通訳案内士法第 30条） 

 

○全国通訳案内士の方が通訳案内研修の受講を申込む際「通訳案内士登録情報検索サービス」における

登録番号が必要です。 

➤複数言語の資格を保有している場合、言語毎の当該番号が必要となります。 

 

○通訳案内研修申し込みの際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス」における全国通訳案内

士の登録番号は、10 桁（3 桁自治体コード＋7 桁のご自身の全国通訳案内士登録証の番号）です。 

➤全国通訳案内士として都道府県に登録を受けている方は、当該サービス理由の有無にかかわらず、必

ず番号が付番されています。 

➤通訳案内業免許証、通訳案内士登録証をお持ちで、全国通訳案内士登録証への切り替えをされていな

い方でも、全国通訳案内士登録証の番号は都道府県により付番されており、通訳案内研修受講申込の

際に必要なものとなっております。自身の番号が不明の場合は各都道府県へお問い合わせください。 

 

○10 桁の番号を申請しない場合、研修を修了しても観光庁及び都道府県でその履歴が確認できない場合

がございます。 

 

 


